
【資料４】 

自転車用ヘルメット着用促進に関するＣＭ制作・配信 

及び啓発イベント企画運営等業務委託 企画提案競技審査基準 

 

１ 目 的 

  本審査基準は、自転車用ヘルメット着用促進に関するＣＭ制作・ 配信及び啓発イ

ベント企画運営等業務委託の委託候補者を選定するため、企画提案競技の公正か

つ適正な審査に必要な事項を定めるものである。 

 

２ 審査方法 

  企画提案書の審査は、秋田県生活環境部県民生活課内に設置する「自転車用ヘル

メット着用促進に関するＣＭ制作 配信及び啓発イベント企画運営等業務委託 

企画提案競技審査会」において審査する。 

 

３ 審査評価内容 

（１）評価方法 

  ○仕様書で提示した事項について、企画提案書の内容を基に評価する。 

  ○評価項目それぞれについて評価し、全評価項目の合計を 100 点満点とする。 

 

（２）評価項目及び評価内容 

   別添「企画提案評価票」のとおり。 

 

（３）選定順位 

  ○審査員ごとに、各評価内容について評価を行い、評価票を制作する。 

  ○見積書に記載された見積額（消費税及び地方消費税を含む）が実施要領に示す

委託上限額を上回る場合は、選定しないものとする。 

  ○番号１～３は、評価内容について５段階評価による評価点を付し、係数を乗じ

た得点とする。番号４，５は、評価項目それぞれについて評価を行い、得点を

付ける。 

  ○各審査員の得点を集計し、合計点が高い順に順位を付ける。 

  ○各審査員の評価における順位や意見を基に、最終的な順位を決める。  


